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◎新潟県教育委員会告示第７号 

博物館法（昭和26年法律第285号）第13条第１項に基づく届出により、平成26年３月25日に次のとおり変更登録

した。 

平成26年４月１日 

新潟県教育委員会教育長  高 井  盛 雄 

 

設置者の名称及び住所 公益財団法人日本互尊社 

新潟県長岡市福住１丁目３番８号 

【変更前】 

財団法人日本互尊社 

新潟県長岡市福住１丁目３番８号 

公益財団法人木村茶道美術館 

新潟県柏崎市緑町３番１号 

【変更前】 

財団法人木村茶道美術館 

新潟県柏崎市駅前２丁目２番45号 

施設の名称 如是蔵博物館 

【変更前】 

日本互尊社 如是蔵博物館 

木村茶道美術館 

施設の所在地 新潟県長岡市福住１丁目３番８号 新潟県柏崎市緑町３番１号 

【変更前】 

新潟県柏崎市緑町３ 

登録番号 新潟県 第２号 新潟県 第17号 

変更年月日 平成25年10月１日 平成24年２月１日 

 


